令和８年度「いのちの教育」小学生プログラム実施要項
１　事業の趣旨
　子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、生命に関する学習活動を実施する小学校の取組を支援し、学習プログラムや体験活動等を通して、児童に命の大切さを考えさせ、「生きる力」の醸成につながる「「いのちの教育」小学生プログラム」（以下「本事業」という。）を展開し、その成果の普及を図る。

　

２　実施期間
　令和８年度の１年間とする。

３　事業の実施
(1)　うだ・アニマルパーク振興室は、本事業を保健所と協働して行う。

(2)　うだ・アニマルパーク振興室は、本事業を実施する奈良県教育委員会所管の小学校を、各学校からの申請に応じて「モデル校」・「ハイブリッド校」・「普及啓発重点校」・「自校式校」・「自校式支援校」として指定する。

(3)　本事業は、以下のとおり行う。

  　 ①　「モデル校」に対しては、３回全てのプログラムをうだ・アニマルパーク振興室が実施するが、うち１回については、うだ・アニマルパークに来園時に実施する。
　　 ②　「ハイブリッド校」に対しては、２回のプログラムをうだ・アニマルパーク振興室が実施する。（うち１回については、うだ・アニマルパークに来園時に実施する。）残り１回のプログラムは教材の一切を貸し出し、実施日程及び教材の受け渡し方を相談の上、自校で自ら実施する。
   　③　「普及啓発重点校」に対しては、学校への出前授業として３回全てのプログラムをうだ・　アニマルパーク振興室が実施する。
　　　　※地理的な条件等により来園できない小学校が対象。
　　　　※これまでにモデル校・普及啓発重点校としての実績がない小学校に限る。

　   ④　「自校式校」については、教材の一切を貸し出し、実施日程及び教材の受け渡し方を相談の上、３回全てのプログラムを自校で自ら実施する。
　　 ⑤　自校式による実施を検討するが、段階的な導入や支援を希望する学校にあっては、「自校式支援校」として、自校式実施に向けてうだ・アニマルパーク振興室が補助する。
　　　　（補助内容についてはうだ・アニマルパーク振興室と自校式支援校で調整をする。）

　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※補助内容等詳細については別紙参照
(4)　うだ・アニマルパーク振興室は、以下のことを行う。

 ①　モデル校、ハイブリッド校、普及啓発重点校、自校式校及び自校式支援校に対して、本事業の円滑な実施のために必要な支援・指導・助言を行う。

 ②　研修会等の開催、啓発資料の作成などの取組を必要に応じて実施することにより、本事業推進に係る情報の共有及び成果の普及を図る。
４　学校の指定
(1)　本事業の趣旨に賛同し本事業にモデル校、ハイブリッド校、普及啓発重点校として参加を希望する学校は、第１号様式及び第２号様式を令和８年１月１６日(金)までに市町村教育委員会に提出する。
　　　※市町村教育委員会は、それを令和８年１月３０日（金）までに、うだ・アニマルパー　　　　ク振興室長宛提出する。

　　
(2)　うだ・アニマルパーク振興室は、第１号様式及び第２号様式を提出した学校の中から、実績・規模などを考慮の上選抜し、各市町村教育委員会を通じてモデル校、ハイブリッド校、普及啓発重点校として指定する。
　(3)　自校式校については、令和８年４月以降、うだ・アニマルパーク振興室に申出の上、随
時先着順にて受け入れる。（受入決定後、備品借用書をうだ・アニマルパーク振興室長
宛提出する。）
　(4)　自校式支援校については、令和８年４月以降、うだ・アニマルパーク振興室に申出の上、
必要な調整を行い先着順にて受け入れる。（受入決定後、備品借用書をうだ・アニマル
パーク振興室長宛提出する。）

５　実施報告書等
(1) モデル校・ハイブリッド校・普及啓発重点校においては、第３号様式及び第４号様式を、年度内に市町村教育委員会を通じてうだ・アニマルパーク振興室長宛提出する。
また事後アンケートをうだ・アニマルパーク振興室長宛提出する。
(2) 自校式校・自校式支援校においては、事後アンケートをうだ・アニマルパーク振興室長宛提出する。

(3)　その他必要な事項については、うだ・アニマルパーク振興室から別途連絡する。

６　その他
(1)　成果と課題の検証に当たっては、児童や教職員、保護者の意識の変容等の把握のための調査（関係者アンケート等）を行うよう努める。

(2)　この要項に定めのない事項で事業の実施に必要な事項は、うだ・アニマルパーク振興室が別に指示する。

